
 
公 平 委 員 会 議 事 録 

 

令和５年５月２６日(金)公平委員会室において定例会を開催した。 

 

出 席 者   委員長  山 下 幸 雄   委 員 松 川 正 毅   委 員 今 枝 史 絵 
           事務局  青 木 基 史 

 

案    件 

    １  事務報告について 

２ ４月定例会議事録について 
３ 職員からの苦情相談について 
４ その他     

  

 

 

                                                        開会  午前８時５９分 

 

山下委員長    ただいまから、茨木市公平委員会５月定例会を開催いたします。 

        本日の定例会には全委員が出席いただいております。 

         まず始めに日程第１、事務報告について、事務局長から説明して 

ください。 

青木事務局長   事務報告をいたします。資料１ページをお開きください。 

令和５年５月１２日付け府公連第２７号で大阪府公平委員会連合会 

会長より令和５年度大阪府公平委員会連合会通常総会の書面開催につい 

て議決権行使書の回答依頼通知がありました。 

認定第１号、令和４年度大阪府公平委員会連合会歳入歳出決算認定に 

ついて１０～１１ページをお開き願います。 

歳入につきまして、歳入予算合計額の 162万 6千円に対して、収入済 

        み合計額は 162万 5,555円となりました。 

歳出につきまして、歳出予算合計額 162万 6千円に対して、支出合計 

        額は 11万 7,785円となりました。これは、総会、北部ブロック、東部 

ブロック、南部ブロック等の会議が新型コロナウイルス感染拡大防止に 

より開催中止となったことによるものです。 

款１総会費については、令和 4年度大阪府公平委員会連合会総会が書 

        面開催となったため、予算計上はありませんでした。 

款２事務局費については、振込手数料で 770円の支出、款３研修会費 

        については、11万 7,015円の支出となりました。 

歳入合計 162万 5,555円と歳出合計 11万 7,785円の差引残額 150万 

7,770円は翌年度に繰越をします。 

なお、本年度の歳入歳出決算について、１１ページ上段に記載のとお 

り、令和５年４月２６日に守口市公平委員会に会計監査をお願いし、適 

正であると認めていただいております。 

議案第１号、令和５年度大阪府公平委員会連合会事業計画については、 

１２～１３ページのとおりです。 

議案第２号、令和５年度大阪府公平委員会連合会予算については、 

１３～１５ページを参照願います。 



令和５年度大阪府公平委員会連合会役員会において決定された２９ 

        ページ上段の大阪府公平委員会連合会申し合わせ事項に基づき、令和 

５年度の分担金・年会費の徴収を見送り、令和５年度の総会参加費に 

ついては、徴収しないものとして予算計上しております。なお、くすの 

き広域連合から、令和６年３月３１日をもって解散するため、令和５年 

３月３１日をもって大阪府公平委員会連合会を退会したい旨の届出が、 

令和４年１２月２２日付けで提出されましたので、令和５年度につきま 

しては、加入委員会数が１委員会減になり３２委員会になっております。 

１４ページ下段の第１条におきまして、令和５年度予算の総額は、 

歳入歳出それぞれ 182万 8千円となります。 

議案第３号、令和５年度大阪府公平委員会連合会役員改選について 

１５・１６ページを参照願います。府公連申し合わせ事項による各ブ 

ロックの輪番制及び選出に基づく選任で、１６ページ下段のとおりです。 

参考資料２、３０ページに大阪府公平委員会連合会年度別役員市就任 

状況並びに就任予定一覧表を記載しております。 

次に弔事報告はございません。 

事務報告は以上でございます。 

山下委員長    ただいまの説明について、ご質問等はございますか。 

松川委員        ございません。 

今枝委員      ございません。 

山下委員長      特にないようですので、日程第２、４月定例会議事録について。 

議事録は事前に電子メールで送らせていただき、確認いただきました 

が、内容について何かございますか。 

松川委員        ございません。 

今枝委員      ございません。 

山下委員長     特にないようですので、４月定例会議事録は原案のとおり決定いたし 

        ます。 
         次に、日程第３、職員からの苦情相談について、事務局長から説明して 

ください。 

 休憩いたします。 

（午前９時１７分） 

 

山下委員長    再開いたします。                （午前９時５６分） 
         以上で本日の予定案件は、すべて終了いたしました。   

次回、６月の公平委員会は６月２１日（水）午前９時から開催いたし 
ます。 
それでは７月の公平委員会の日程を決めたいと思います。 

 

＜７月公平委員会の日程調整＞ 
 
山下委員長    ７月の公平委員会は７月２６日(水)午前９時から開催いたしますので 

よろしくお願いいたします。 
本日の定例会は、これで終了いたします。 

 
 

                                                     閉会  午前１０時２分 
 



 
 

 
 
令和５年６月２１日決定 

 

 

委 員 長        山 下  幸 雄 

 

委    員        松 川  正 毅 

 

委    員        今 枝  史 絵 

 

                                  事務局長        青 木  基 史 


